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松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 緊 急 支 援 給 付  

金 交 付 要 綱  

  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 を 受 け 、

売 上 減 少 や 事 業 縮 小 等 を 余 儀 な く さ れ 、 甚 大 な 経 済 的 損 失 を

受 け た 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 の う ち 、 観 光 施 設 運 営 事 業

者 及 び 宿 泊 施 設 運 営 事 業 者 並 び に 第 一 次 産 業 の 従 事 者 団 体 に

対 し 、当 該 事 業 を 継 続 す る た め に 必 要 な 緊 急 特 別 措 置 と し て 、

予 算 の 範 囲 内 に お い て 松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 緊 急

支 援 給 付 金（ 以 下「 給 付 金 」と い う 。）を 交 付 す る こ と に 関 し 、

松 田 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 松 田 町 規 則 第 １ ２ 号 。

以 下「 規 則 」と い う 。）に 規 定 す る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

（ 給 付 の 条 件 及 び 対 象 者 ）  

第 ２ 条  給 付 の 条 件 及 び 対 象 者 は 、 給 付 の 日 か ら １ 年 以 上 事 業

を 継 続 す る 意 思 が あ る 者 で 、 別 表 １ に 掲 げ る も の と す る 。 た

だ し 、 町 長 が や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の

限 り で は な い 。  

２  前 項 に 掲 げ る 給 付 対 象 者 は 、次 に 掲 げ る 要 件 を い ず れ も 満 た

し て い な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  町 税 等 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

（ ２ ）  政 治 団 体 で な い こ と 。  

（ ３ ）  宗 教 上 の 組 織 又 は 団 体 で な い こ と 。  

（ ４ ）  個 人 に あ っ て は 、暴 力 団 員（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な  

   行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 

第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 

） で な い こ と 。  

（ ５ ）  法 人 に あ っ て は 、暴 力 団（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行  

為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る  
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暴 力 団 を い う 。）で な く 、か つ 、代 表 者 及 び 役 員 が 暴 力

団 員 で な い こ と 。  

（ ６ ）  こ の 要 綱 に よ り 既 に 給 付 金 の 交 付 を 受 け て い な い  

   こ と 。  

（ 給 付 金 の 交 付 対 象 期 間 等 ）   

第 ３ 条  給 付 金 の 交 付 対 象 期 間 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和

３ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ま で と し 、 交 付 回 数 は 一 事 業 者 １ 回 を 限 度 と

す る 。  

（ 交 付 の 区 分 と 額 ）  

第 ４ 条  給 付 金 の 区 分 と 額 は 、 別 表 ２ に 掲 げ る と お り と し 、  

 そ の 総 額 は 予 算 の 範 囲 内 に お い て 交 付 す る も の と す る 。  

（ 交 付 の 申 請 ）   

第 ５ 条  給 付 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 に 定 め る 期 間

内 に 、 松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 緊 急 支 援 給 付 金 交 付

申 請 書 兼 請 求 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 必 要 な 書 類 （ 以 下 「 添 付 書

類 」 と い う 。） を 添 え て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

（ 交 付 の 決 定 及 び 交 付 額 の 確 定 ）   

第 ６ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事

業 者 等 緊 急 支 援 給 付 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 の 提 出 が あ っ た 場

合 に お い て 、 給 付 金 の 交 付 の 可 否 及 び 交 付 予 定 額 を 決 定 し 、

松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 緊 急 支 援 給 付 金 交 付 （ 不 交

付 ） 決 定 通 知 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  町 長 は 、 交 付 決 定 通 知 を 行 う 場 合 に お い て 、 必 要 に 応 じ て

条 件 を 付 す る こ と が で き る も の と す る 。  

 （ 給 付 金 の 請 求 ）  

第 ７ 条  給 付 金 の 請 求 は 、 松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 緊

急 支 援 給 付 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 （ 第 １ 号 様 式 ） の 提 出 を も

っ て 省 略 す る も の と す る 。  

 （ 給 付 金 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  町 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た と き
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は 、 給 付 金 の 交 付 の 決 定 の 取 り 消 し を す る 。  

（ １ ）  虚 偽 又 は 不 正 の 手 段 に よ り 給 付 金 の 交 付 を 受 け 、  

又 は 受 け よ う と し た と き 。  

（ ２ ）  給 付 金 の 交 付 の 条 件 に 違 反 し た と き 。  

（ ３ ）  給 付 対 象 事 業 の 実 施 が 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ た と  

き 。  

 （ 給 付 金 の 返 還 ）  

第 ９ 条  申 請 者 は 、 前 条 各 号 に 規 定 す る 事 項 に 該 当 す る と 認 め

ら れ た 場 合 は 、 給 付 金 の 全 額 を 直 ち に 返 還 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 補 則 ）   

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 町 長

が 別 に 定 め る 。   

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）    

こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ６ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    

附  則  

（ 施 行 期 日 ）    

こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ９ 月 ３ ０ か ら 施 行 す る 。    
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別 表 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

対 象 者  給 付 条 件  

観 光 施 設 を 運 営 し

て い る 事 業 者  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 現 在 、町 内 に 所 在 す る 施

設 に お い て 観 光 施 設 を 運 営 し て い る 事 業

者 で あ る こ と  

※ 日 本 標 準 産 業 分 類 に お け る 娯 楽 業 に 分

類 さ れ る 施 設 を 運 営 す る 事 業 者 を 含 む  

宿 泊 施 設 を 運 営 し

て い る 事 業 者  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 現 在 、町 内 に 所 在 す る 施

設 に お い て 宿 泊 業 を 運 営 し て い る 事 業 者  

第 一 次 産 業 従 事 者

で 構 成 さ れ る 団 体

等  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 現 在 、町 内 に お い て 第 一

次 産 業 従 事 者 で 構 成 さ れ る 団 体 等  

 

 上 記 の 対 象 者 に 複 数 該 当 す る 場 合 に お い て も 、交 付 は 一 事 業 者

に つ き １ 回 と す る 。  
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別 表 ２ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

区 分  給 付 金 の 額  

交 付 対 象 期 間 に お い て 、１ か 月 間 の

売 上 高 が 前 年 同 月 に 比 し て ５ ０ ％

以 上 減 少 し て い る 事 業 者 等  

３ ０ 万 円  

交 付 対 象 期 間 に お い て 、１ か 月 間 の

売 上 高 が 前 年 同 月 に 比 し て ４ ０ ％

以 上 ５ ０ ％ 未 満 減 少 し て い る 事 業

者 等  

２ ０ 万 円  

交 付 対 象 期 間 に お い て 、１ か 月 間 の

売 上 高 が 前 年 同 月 に 比 し て ３ ０ ％

以 上 ４ ０ ％ 未 満 減 少 し て い る 事 業

者 等  

１ ０ 万 円  

 起 業 一 年 未 満 の 場 合 な ど 、 前 年 同 月 の 売 上 高 の 比 較 が で  

き な い 場 合 に つ い て は 、 交 付 対 象 期 間 に お け る 新 型 コ ロ ナ  

ウ イ ル ス の 感 染 症 影 響 を 受 け た 任 意 の １ か 月 間 の 売 上 高 が 、  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 を 受 け る 直 前 １ か 月 間 の  

売 上 高 に 比 し た 減 少 率 と す る 。  
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第 １ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ）   

  年   月   日   
松 田 町 長  様    

＜ 申  請  者 ＞  
      〒  
住 所 ・ 所 在 地  
社 名 ・ 団 体 名   
代 表 者 (職 )・ 氏 名        ㊞   

 
松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 緊 急 支 援 給 付 金  
交 付 申 請 書 兼 請 求 書  

 
松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 緊 急 支 援 給 付 金 の 交 付 を

受 け た い の で 、 次 に よ り 申 請 し ま す 。  
な お 、 給 付 金 の 交 付 申 請 に あ た り 、 町 税 等 の 納 付 状 況 （ 滞 納
有 無 ） を 松 田 町 長 が 調 査 す る こ と 、 役 員 等 が 暴 力 団 員 で な い
こ と (法 人 に あ っ て は 暴 力 団 で な い こ と ） を 確 認 す る た め 神
奈 川 県 警 察 本 部 長 に 照 会 す る こ と に 同 意 し ま す 。  

また、提出書類の記載事項に偽りがないことを誓約します。   

事 業 者 の
概 要  

業 種     業  

従 業 員
数  

(組 合 員
数 )  

人 （ 社 ）  

（ 中 小 企 業 等 で 構 成 す る 団 体 等 の み 記 載 ）  う
ち 町 内 に 事 業 所 等 を 設 け て い る 会 員 等 の 数    
人 （ 社 ）  

新 型 コ ロ ナ
ウ イ ル ス 感
染 症 の 影 響
に よ る 売 上
減 少  

①  令 和 ２ 年   月 の １ か 月 の 売 上 高      円  

②     年   月 の １ か 月 の 売 上 高       円  

③   売 上 高 の 減 少 額 （ ② － ① ）      円  

④   減 少 比 率 （ ③ ÷② ×１ ０ ０ ）      ％  

添 付 書 類  

⑴  対 象 月 の 総 売 り 上 げ が 確 認 で き る 書 類 （ 月 別 試 算
表 、 売 上 台 帳 な ど ）  

⑵  ⑴ に 対 応 す る 前 年 同 期 が 確 認 で き る 書 類  
⑶ 本 人 確 認 書 類 （ 法 人 以 外 ）  
⑷ そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

誓 約 事 項  

□  給 付 の 日 か ら １ 年 以 上 事 業 を 継 続 し ま す 。  
□ 必 須 入 力 事 項 、 証 拠 書 類 等 の 内 容 は 虚 偽 で は あ り ま
せ ん 。  

□  □ 当 該 給 付 金 に 係 る 要 綱 に 規 定 さ れ て い る 事 項 を 遵
守 し ま す 。  

請 求 額 一 金              円 也  

振 込 先 

金 融 機 関 名  

店  名  等  種 別  普 通 ・ 当 座   

口 座 名 義  
（ フ リ ガ ナ ）  

 

口 座 番 号   
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第 ２ 号 様 式 （ 第 ６ 条 関 係 ）   

松  第    号  

年   月   日  

          様  

松 田 町 長        □印  

 

松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 緊 急 支 援 給 付  

金 交 付 （ 不 交 付 ） 決 定 通 知 書  

 

 年   月   日 付 け で 申 請 の あ り ま し た 松 田 町 中 小 企 業 ・

小 規 模 事 業 者 等 緊 急 支 援 給 付 金 に つ い て 、 松 田 町 中 小 企 業 ・ 小

規 模 事 業 者 等 緊 急 支 援 給 付 金 交 付 要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 通 知 し ま す 。  

 

記  

 

給 付 金 交 付 決 定 の 額          円  

 

給 付 金 交 付 決 定 に あ た っ て の 条 件  

１  給 付 金 は 、 事 業 継 続 の 目 的 以 外 に 支 出 し て は い け ま  

せ ん 。   

２  松 田 町 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 緊 急 支 援 給 付 金 交  

付 要 綱 に 規 定 さ れ て い る 事 項 を 遵 守 す る こ と 。   

 

給 付 金 不 交 付 の 理 由                   

こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌
日 か ら 起 算 し て ３ か 月 以 内 に 、 松 田 町 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が
で き ま す 。 ま た こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を
知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 町 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い
て 町 を 代 表 す る 者 は 、町 長 と な り ま す 。）提 起 す る こ と が で き ま す 。た だ
し 、 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 こ の 処 分 の 取 消 し を 求 め る 訴 え は そ の 審
査 請 求 に 対 す る 裁 決 の 送 達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に
提 起 し な け れ ば な り ま せ ん 。  
 
 


